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公 示 
 

岐阜大学職員組合規約第 26 条および選挙規定に基づき、 

下記の要項にて第 29 期中央役員選挙を実施します。 

 

2012 年 7 月 2 日 

                           岐阜大学職員組合 

                           第 28 期中央選挙管理委員会 

                           委員長  野村幸弘 

                    記 

立候補受付期間： 

2012 年 7 月 9 日（月）午前 9 時～7 月 13 日（金）正午 

立候補届出方法： 

中央役員選挙届出用紙にて中央選挙管理委員会に届け出ること 

（事務局：組合事務室 内線 9552   kumiai@gifu-u.ac.jp ） 

投票期間： 

2012 年 7 月 23 日（月）午前 9 時～7 月 27 日（金）午後 5 時 

以上 

        

No.79   

2012/7/2 

 

岐阜大学職員組合発行 

〒501-1193  岐阜市柳戸１番１ 

Tel. Fax058-230-1118, 内線 9552 

Email: kumiai@gifu-u.ac.jp 

HP:http://www.gifunion.gr.jp 

（岐阜大学 職員組合 検索） 
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                   2009 年 4 月 20 日 

中央役員選出問題に関する答申 

中央役員選出検討委員会 

 

中央執行役員の立候補に関する申し合わせ 

１．中央執行役員の選出に関しては、規約どおり全組合員の中から立候補にもとづき選出される。 

２．ただし立候補が見込めない場合、正副委員長および書記長、書記次長の 4 役については、これまでどおり、

各候補者の推薦を４支部のローテーションでお願いし、各支部は原則として 4 年間で 4 役が一巡するように

する。 

３．副委員長と書記次長などについては、次期の執行委員として、2 年目を継続できるように、現執行部で話

し合い努力する。その場合、支部ローテーションはスキップするが、4 役 4 年一巡の原則は変更しない。 

４．4 役の候補者について、必要な場合は、候補者間の話し合いで、選挙前に立候補する役を交替することも

あり得る。その場合、選出後の役にもとづき支部ローテーションは原則として継続する。 

５．現執行委員会は、職組活動の継承と発展の観点から、次期執行体制の確立に責任を負っていることを確認

し、そのために必要な努力をする。 

         改選役員 

・中央執行委員長  1名 

・中央副委員長   1名 

・中央書記長    1名 

・中央書記次長   1名 

・中央執行委員   6名 

・中央会計監査委員 2名 

法人化以降の四役輪番表 

期 
 

委員長   副委員長  
 

書記長  
 

書記次長  
 

31   教育   工学部   応用生物   地域 予定 

30   応   地   教   工 予定 

29   地域   応用生物   工学部   教育 来期 

28 
 

工 
 

教 
 

地 
 

応 今期 

27 
 

教 
 

工 
 

応 
 

地 
 

26 
 

応  地 
 

教 
 

工 
 

25 
 

地  応  工 
 

教 
 

24 
 

工 
 

教 
 

地 
 

応 
 

23 
 

教 
 

工 
 

応 
 

地 
 

22 
 

工 
 

応 
 

地 
 

教 
 

21 
 

応 
 

地 
 

教 
 

工 
 

20 
 

応 
 

教 
 

工 
 

地  

 

 

ジェンダーお茶会のご案内 

     ７/７（土）15時半～ 地域科学部（全学共通教育棟）7 階７１５教室 


